
 

船舶事故調査報告書 
 

 

船種船名 ダイビング船 スイミー 

船舶番号 ２９０－６０３６３沖縄 

総トン数 １２トン 

 

事故種類 潜水者負傷 

発生日時 平成２３年７月２５日 １４時３０分ごろ 

発生場所 沖縄県渡嘉敷
と か し き

村黒
くる

島北方沖 

       渡嘉敷村所在の端
はて

島灯台から真方位２８８°３.２海里付近 

（概位 北緯２６°１５.４′ 東経１２７°２４.１′） 

 

 

                                                     平成２５年５月９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

ダイビング船スイミーは、船長が１人で乗り組み、インストラクター３人、ダイビ

ング客８人及び同乗者２人（船長の家族）を乗船させ、沖縄県渡嘉敷村黒島北方のダ

イビングポイントで航行を開始した際、平成２３年７月２５日（月）１４時３０分ご

ろ、回転中のプロペラ翼が、ダイビング中の他船の船長に接触し、同船長が負傷した。 

 

＜原因＞ 

本事故は、スイミーが、黒島北方において航行を開始する際、船長が、スイミーの

周囲でダイビングを行っている者の確認を行わず、また、見張り員を配置していな 

かったため、航行を開始したところ、回転していたプロペラ翼がダイビング中の他船

の船長に接触したことにより発生したものと考えられる。 

スイミーの船長が、スイミーの周囲でダイビングを行っている者の確認を行わず、



 

また、見張り員を配置していなかったのは、スイミーの周囲を確認した時から、３～５

分ほど経過していたが、大丈夫だと思ったことによるものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過
 
 

１.１ 船舶事故の概要 

ダイビング船スイミーは、船長が１人で乗り組み、インストラクター３人、ダイビ

ング客８人及び同乗者２人（船長の家族）を乗船させ、沖縄県渡嘉敷村黒島北方のダ

イビングポイントで航行を開始した際、平成２３年７月２５日（月）１４時３０分ご

ろ、回転中のプロペラ翼が、ダイビング中の他船の船長に接触し、同船長が負傷した。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２３年８月４日、本事故の調査を担当する主管調査官

（那覇事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２３年１０月１１日、平成２４年４月１２日 口述聴取 

平成２４年５月１０日 回答書受領 

平成２４年５月１１日 現場調査  

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、スイミー（以下「Ａ船」という。）の船長（以下

「船長Ａ」という。）、負傷した他船（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長

Ｂ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、インストラクター３人、ダイビング客８人及び

同乗者２人（船長Ａの家族）を乗船させ、平成２３年７月２５日０８時１５分ごろ沖

縄県那覇市那覇港の那覇ふ頭地区三重城
みえぐすく

船溜まりを出港し、渡嘉敷村渡嘉敷島北方の

タマルルと呼ばれるダイビングポイントに向かった。 

 船長Ａは、ダイビングショップ株式会社スイミー（以下「Ａ社」という。）を経営

しており、ダイビングポイントの選択、潜水計画、エントリーの可否などのダイビン
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グに関する責任者を兼ねていた。 

 船長Ａは、タマルルで１回のダイビング時間が約３０～４０分のダイビングを２回

行い、次のダイビングを行うため、場所を移動し、１３時２０分ごろ端島灯台から 

２８８°（真方位、以下同じ。）３.２海里（Ｍ）付近の水深約４～１０ｍの黒島北方

のダイビングポイントに到着した。 

 船長Ａは、ダイビングが終わったダイビング客がＡ船に戻りやすくするため、船尾

を風に立てて錨泊することとし、出港時に風によって船首が多尐振られても、バウス

ラスターを装備しているので大丈夫だと考え、南西の風が吹いていたが、Ａ船の船首

を北方に向けて錨泊することにした。 

船長Ａは、左舷船尾から約１０ｍの距離に錨を打ってロープを伸ばし、また、海底

に固定されたブイに取り付けられているロープのアイに係船索のロープを通し、約９

ｍ伸出してその端を右舷船尾のビットに固定して錨泊した後、１３時４０分ごろから、

インストラクター及びダイビング客にダイビングを開始させた。  

 船長Ｂは、ダイビングショップを経営しており、所有するダイビング船のＢ船に船

長として乗り組み、インストラクター７人及びダイビング客１８人の計２５人を乗船

させ、平成２３年７月２５日０８時３０分ごろ那覇港の沖縄県浦添市の浦添ふ頭地区

船溜まりを出港し、渡嘉敷島のタマルル及び男岩と呼ばれるダイビングポイントで各

１回のダイビングを行った。 

Ｂ船は、３回目のダイビングポイントの黒島北方に移動して１３時４５分ごろ到着

し、Ａ船が錨泊している北東方４０ｍほどの場所において、左舷船首から約７～８ｍ、

右舷船尾から約１０ｍの所にそれぞれ錨を打ち、ロープを伸ばして西方を向いて錨泊

し、その後、もう１隻のダイビング船（以下｢Ｃ船 ｣という｡）が、Ａ船が錨泊してい

る北西方約４０ｍの距離に停泊した。 

船長Ｂは、最初のタマルルのダイビングポイントにおいて、３人のダイビング客を

インストラクターによって体験ダイビングをさせたが、耳抜きがうまくできない客が

いたので、その客１人を連れ、１４時００分ごろ本事故発生場所付近の耳への影響が

尐ない水深の浅い所で体験ダイビングを始めた。 

船長Ａは、１４時２０分ごろ最後のダイビングを終わらせて後片付けをし、帰港す

るため、インストラクターを潜らせ、左舷船尾側の錨を上げ、Ａ船の周囲を確認した

ところ、他船のダイビング客と思われるシュノーケリングを行っている２人を認めた

ため、船首に移動し、のくように声を掛けた。 

船長Ａは、同乗のインストラクターに右舷船尾方のブイに取っていたロープを外さ

せようとしたが、引っ掛かって回収できなかったので、クラッチを後進に入れてロー

プをたるませ、もう１人のインストラクターを海中に潜らせてロープを回収し、その

インストラクターも揚収したが、Ａ船の周囲を確認した時から、ロープを回収するの
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に３～５分ほど要した。この頃から、風が尐し強くなって雨が降っていたため、海面

下の状況が見えにくくなっていた。 

船長Ａは、フライングブリッジ*1の操縦席に戻り、ダイビングを早めに終えた客の

一部が、ウエットスーツを脱いで着替えを済ませていたため、降り始めた雨に客を濡

らさないよう、早めにダイビングポイントから出発したいと思い、航行を開始する前

にＡ船の周囲に他のダイビング客が居ないかどうか、確認を行わなかった。 

船長Ｂは、体験ダイビングを終わらせてＢ船に戻るため、海面に浮上して辺りを確

認したが、このとき、Ａ船、Ｂ船及びＣ船は、ダイビングを開始したときと同じ位置

におり、移動する様子もなかったので、再び潜水してＢ船の方に戻り始めた。 

船長Ａは、ふだんはＡ船の周囲にダイビング客が多いときは、船首と船尾に見張り

員を配置するようにしていたが、Ａ船の周囲を確認した時から、３～５分ほど経過し

ていたが、大丈夫だと思い、このときは配置せず、バウスラスターを始動させて船首

をＢ船とＣ船の間に向け、続いてクラッチを前進に入れ、微速でＡ船を走らせたが、

その直後、１４時３０分ごろ、プロペラが何かに当たったような音を聞き、クラッチ

を中立にした。 

船長Ｂは、Ｂ船に戻るために潜水していたが、ふと右手の方を見ると７～８ｍほど

の距離にＡ船の回転しているプロペラが見え、慌てて自分の右側を泳いでいたダイビ

ング客を上から押さえ、水深を深くしてＡ船を避けようとしたものの、プロペラが背

中に背負っていた空気タンクに当たり、続いて右足の脛
すね

及び左下腿
たい

２か所に接触した。 

負傷した船長Ｂは、連れていたダイビング客と共にＢ船に戻り、Ｂ船に乗船してい

たほかのダイビング客に負傷したことを知られないよう、急いでフライングブリッジ

に上がった。 

船長Ａは、Ｂ船に上がるダイビング客を見てＢ船に対し、「大丈夫か」と声を掛け

たが反応がなく、また、Ｂ船で異常があった様子もなかったので、Ａ船のインストラ

クター１人を海中に潜らせ、Ａ船の船底を確認させたが、特に異常は認められなかっ

たので、帰航を開始した。 

船長Ｂは、フライングブリッジで負傷の状況を確認して止血し、他のインストラク

ター及びダイビング客を揚収した。 

船長Ａは、帰航中、船長Ｂからの電話で接触事故を知らされ、翌日、海上保安本部

に通報した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２３年７月２５日１４時３０分ごろで、発生場所は、端

島灯台から２８８°３.２Ｍ付近であった。 

                         
*1 「フライングブリッジ」とは、操縦室の上部に設けられた操縦席のことをいう。 
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（付図１ 事故発生場所図、付図２ 船体見取図、写真１ Ａ船、写真２ フライン

グブリッジ、写真３ 後方から見たＡ船 参照） 

 

２.２  人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

病院からの回答書及び船長Ｂの口述によれば、船長Ｂは、全治３か月の右足挫創、

左下腿裂創、左下腿筋断裂等を負った。 

 

２.３  船舶等の損傷に関する情報 

船長Ａの口述によれば、Ａ船に損傷はなかった。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、操縦免許証 

船長Ａ 男性 ３９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録 日 平成１３年２月２２日 

免許証交付日  平成２３年２月７日 

（平成２８年２月２２日まで有効） 

船長Ｂ 男性 ５６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録 日 昭和６１年７月１１日 

免許証交付日  平成２０年１０月１６日 

（平成２５年４月１４日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

①  船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。  

ａ 乗船履歴 

船長Ａは、ダイビング関係の専門学校を卒業後、大阪のダイビング会社

へ入社して四級小型船舶操縦士を取得して船長職についており、６年ほど

した頃、同社が沖縄に支店を出すことになり、店長として３年ほど勤務し

た後に独立し、平成１３年にＡ社を設立して今日に至った。 

ｂ 健康状態  

健康状態は良好、視力は両眼共に裸眼で１.５あり、聴力は正常であった。 

② 船長Ｂ 

     ダイビングショップ有限会社トロピコ･インターナショナルのホームペー

ジによれば、同社の設立は昭和６３年で、インストラクターの資格を有する
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船長Ｂが社長であり、所有船舶は２隻であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

船 舶 番 号  ２９０－６０３６３沖縄 

船 籍 港  沖縄県那覇市 

船舶所有 者  コマツ沖縄株式会社 

船舶借入 人  Ａ社 

総 ト ン 数  １２トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １７.５０ｍ×３.４３ｍ×１.３３ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機    関  ディーゼル機関１基 

出    力  ４２１.４ｋＷ 

推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

進 水 年 月  平成２０年６月 

最大搭載人員  旅客３４人、船員２人計３６人 

 

2.5.2 積載状態 

船長Ａの口述によれば、船首喫水約１.０ｍ、船尾喫水約１.５ｍであった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

フライングブリッジにＧＰＳプロッターが装備され、本事故当時、作動していた。

また、バウスラスターを装備していた。 

本事故発生時には、船体、機関、バウスラスター及び機器類に不具合又は故障は

なかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値、海上警報及び潮汐  

(1) 気象観測値 

本事故発生場所の南方約０.９海里に位置する渡嘉敷観測所における本事 

故当日１４時００分の観測値は、天気雨、風向南、風速３.９m/sであった。 

(2) 海上警報 

沖縄県防災気象情報の事故当日の慶良間及び粟国諸島には、１２時１０分

に大雨、雷及び洪水注意報が発表されていた。 
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(3) 潮汐 

海上保安庁刊行の潮汐表によれば、本事故当時、発生場所付近における潮

汐は、上げ潮の末期であった。 

 

2.6.2 乗組員等の観測 

(1) 船長Ａの口述によれば、天気は雨、風向は南西、風は７～８m/sであり、

視界は良かった。 

(2) 船長Ｂの口述によれば、天気は不明、風向は南寄り、風は尐し強く、波高は 

１.５ｍであった。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1  事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船は、船長Ａ、インストラクター３人、ダイビング客８人及び同乗者２ 

人を乗せ、端島灯台から２８８°３.２Ｍ付近のダイビングポイントに７月

２５日１３時２０分ごろ到着し、左舷船尾から投錨して右舷船尾を設置され

ていたブイにロープで係留した後、同乗していたインストラクター及びダイ

ビング客にダイビングを行わせた。 

(2) Ｂ船は、船長Ｂ、インストラクター７人及びダイビング客１８人が乗船し、

１３時４５分ごろＡ船の北東方４０ｍ付近に錨泊した。 

(3) 船長Ｂは、ダイビング客１人を連れ、ダイビングを始めた。 

(4) 船長Ａは、１４時２０分ごろダイビングを終了して帰港することにし、左

舷船尾の錨を上げ、Ａ船の周囲を確認したところ、シュノーケリングを行っ

ている２人を認めたため、船首に移動してのくように声を掛けた。 

(5) Ａ船は、その後、右舷船尾方のブイに取っていたロープの回収を行ったが、

船長ＡがＡ船の周囲を確認した時から、ロープを回収するのに３～５分ほど

時間を要した。この頃から、以前に比べ、Ａ船の周囲では風が強まり、雨が

降っていたことから、海面下の状況が見えにくくなっていた。 

(6) 船長Ｂは、Ｂ船に戻るため、海面に浮上して周囲の状況を確認したが、Ａ

船及びＣ船は、ダイビングを開始したときと同じ位置におり、移動するよう

な様子もなかったので、再び潜水してダイビング客と共にＢ船の方に戻り始

めた。 
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(7) 船長Ａは、航行を開始する際、Ａ船の周囲でダイビングを行っている者の

確認を行わず、また、Ａ船の船首と船尾に見張り員を配置しておらず、バウ

スラスターを始動させて船首をＢ船とＣ船の間に向け、微速で航行を開始し

たが、その直後の１４時３０分ごろ、プロペラが何かに当たったような音を

聞き、クラッチを中立にした。 

(8) 船長Ｂは、潜水中、７～８ｍほどの距離にＡ船のプロペラが見え、右側を

泳いでいたダイビング客を上から押さえ、水深を深くしてＡ船を避けようと

したものの、回転していたプロペラが、背中に背負っていた空気タンクに接

触し、続いて右足の脛及び左下腿に接触して負傷した。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、平成２３年７月２５日１４時３０分ごろで、

発生場所は、端島灯台から２８８°３.２Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 負傷者等の状況 

２.１及び２.２から、船長Ｂは、全治３か月の右足挫創、左下腿裂創、左下腿筋

断裂等の軽傷を負ったものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員 

２.４から、船長Ａは、健康状態は良好であったものと考えられ、適法で

有効な操縦免許証を有していた。また、ダイビングに関しては、ダイビング

関係の専門学校卒業後、ダイビング会社に入社し、沖縄県に転勤した後、平

成１３年にＡ社を設立して今日に至ったものと考えられる。 

(2) 船舶 

2.5.3から、本事故発生時、船体、機関、バウスラスター及び機器類に不 

具合又は故障はなかったものと考えられる。 

 

3.2.2 船長Ａの安全確認及び見張りの状況 

２.１及び3.1.1から、次のとおりであった。 

(1) 船長Ａは、ダイビングを終えて黒島のダイビングポイントから帰港するこ

とにし、左舷船尾の錨を上げ、Ａ船の周囲を確認後、係留に使用していた 

ロープの回収を行ったが、この頃から、以前に比べ、Ａ船の周囲では、風が

強まり、雨が降っていたことから、海面下の状況が見えにくくなっていたも
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のと考えられる。 

船長Ａは、着替えを済ませた客を降り始めた雨に濡らさないよう、早くダ

イビングポイントから出発したいと思い、Ａ船の周囲を確認した時から、 

３～５分ほど経過していたが、大丈夫だと思ったことから、航行を開始する

際、Ａ船の周囲でダイビングを行っている者の確認を行わず、また、ふだん

はＡ船の周囲にダイビング客が多いときは、船首と船尾に見張り員を配置す

るようにしていたが、配置していなかったものと考えられる。 

(2) 船長Ａは、前記(1)記載のとおり、海面下の状況が見えにくくなり、船長

Ｂ及びダイビング客の呼気の泡を視認できなかった可能性があると考えられ

る。 

 

3.2.3 Ａ船及び船長Ｂの行動等の状況 

２.１及び3.1.1から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 船長Ｂは、ダイビング客１人を連れてダイビングを行っていた際、Ｂ船に

戻る前に浮上して周囲の状況を確認したが、Ａ船が移動するような様子も

なかったので、再び潜水してダイビング客と共にＢ船の方に戻り始めた。 

(2) 船長Ａは、サイドスラスターを始動して船首をＢ船とＣ船の間に向け、続

いてクラッチを前進に入れＡ船は微速で航行を開始した。 

(3) 船長Ａは、航行を開始した直後、プロペラが何かに当たったような音を聞

き、クラッチを中立にした。 

(4)  船長Ｂは、潜水してＢ船に戻っていたが、７～８ｍほどの距離にＡ船のプ

ロペラが見え、右側を泳いでいたダイビング客を上から押さえ、水深を深く

してＡ船を避けようとしたものの、回転していたプロペラが、背中に背負っ

ていた空気タンクに接触し、続いて右足の脛及び左下腿に接触して負傷した。 

 

3.2.4  気象及び海象の状況 

２.６から、本事故当時の気象は、天気は雨、南西の風約７m/s、視界は良く、潮

汐は、上げ潮の末期であり、大雨、雷及び洪水注意報が発表されていたものと考え

られる。 

 

3.2.5 事故発生に関する解析 

２.１、３.１、3.2.2及び3.2.3から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、船長Ａ、インストラクター３人、ダイビング客８人及び同乗者２

人を乗せ、黒島北方の端島灯台から２８８°３.２Ｍ付近のダイビングポイ

ントに到着し、左舷船尾から投錨して右舷船尾を設置されていたブイにロー
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プで係留した後、インストラクター及びダイビング客にダイビングを行わせ

たものと考えられる。 

(2) Ｂ船は、船長Ｂ、インストラクター７人及びダイビング客１８人が乗船し、

Ａ船の北東方４０ｍ付近に錨泊後、船長Ｂが、ダイビング客１人を連れ、ダ

イビングを始めたものと考えられる。 

(3) 船長Ａは、１４時２０分ごろ、インストラクター及びダイビング客を揚収

し、帰港することにし、左舷船尾の錨を上げ、Ａ船の周囲を確認後、係留に

使用していたロープの回収を行ったが、この頃から、以前に比べ、Ａ船の周

囲では風が強まり、雨が降っていたことから、海面下の状況が見えにくく 

なっていたものと考えられる。 

(4) 船長Ａは、着替えを済ませた客を降り始めた雨に濡らさないよう、早くダ

イビングポイントから出発したいと思っており、Ａ船の周囲を確認した時か

ら、３～５分ほど経過していたが、大丈夫だと思ったことから､Ａ船の周囲

でダイビングを行っている者の安全確認を行わず、また、ふだんはＡ船の周

囲にダイビング客が多いときは、船首と船尾に見張り員を配置するようにし

ていたが、配置していなかったものと考えられる。 

(5) 船長Ｂは、ダイビング客１人を連れてダイビングを行っていた際、Ｂ船に

戻る前に浮上し、周囲の状況を確認したが、Ａ船が移動するような様子もな

かったので、再び潜水してダイビング客と共にＢ船の方に戻り始めたものと

考えられる。 

(6) 船長Ａは、サイドスラスターを始動して船首をＢ船とＣ船の間に向け、続

いてクラッチを前進に入れ、Ａ船は微速で航行を開始したものと考えられる。 

(7) 船長Ａは、前記(3)記載のとおり、海面下の状況が見えにくくなり、船長

Ｂ及びダイビング客の呼気の泡を確認できなかった可能性があると考えられ

る。 

(8) 船長Ａは、航行を開始した直後、プロペラが何かに当たったような音を聞

き、クラッチを中立にしたが、航行を開始する際、Ａ船の周囲でダイビング

を行っている者の確認を行わず、また、見張り員を配置していなかったこと

から、航行を開始したところ、Ａ船の回転していたプロペラ翼がダイビング

中の船長Ｂに接触したものと考えられる。 

(9) 船長Ｂは、潜水してＢ船に戻っていたが、７～８ｍほどの距離にＡ船のプ

ロペラが見え、右側を泳いでいたダイビング客を上から押さえ、水深を深く

してＡ船を避けようとしたものの、回転していたプロペラが、背中に背負っ

ていた空気タンクに接触し、続いて右足の脛及び左下腿に接触して負傷した

ものと考えられる。 
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４ 原 因 

 

本事故は、Ａ船が、黒島北方において航行を開始する際、船長Ａが、Ａ船の周囲で

ダイビングを行っている者の確認を行わず、また、見張り員を配置していなかったた

め、航行を開始したところ、回転していたプロペラ翼がダイビング中の船長Ｂに接触

したことにより発生したものと考えられる。 

船長Ａが、Ａ船の周囲でダイビングを行っている者の確認を行わず、また、見張り

員を配置していなかったのは、Ａ船の周囲を確認した時から、３～５分ほど経過して

いたが、大丈夫だと思ったことによるものと考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 

 

 本事故は、Ａ船が、黒島北方において航行を開始する際、船長Ａが、Ａ船の周囲で

ダイビングを行っている者の確認を行わず、また、見張り員を配置していなかったた

め、航行を開始したところ、回転していたプロペラ翼がダイビング中の船長Ｂに接触

したことにより発生したものと考えられる。 

このため、運輸安全委員会は、同種事故の再発防止に寄与できるよう、安全対策の

指導等を行っている財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューローに対し、沖

縄県の海域レジャー提供者に本報告書の内容及び次のことを周知することを要請する。 

(1) ダイビング船の船長は、ダイビングポイントで航行を開始する際には、周囲の

安全を確認すること。 

(2) インストラクター等は、船舶の付近でダイビング客を案内するときは、船舶の

動静を慎重に監視するとともに、安全が確認できた場合を除き、船舶に接近しな

いこと。  
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写真２ フライングブリッジ 
 
 
 
 
 
 

 



- 14 - 

写真２ フライングブリッジ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    
 

写真３ 後方から見たＡ船 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




